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告告 示示

宮崎県告示第 832号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第29条第１項の規定

により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定をした。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所事 業 所

番 号 主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

共同生活援助・
共同生活介護

平成20年７月１日宮崎県日南市大字
益安1025番地８

社会福祉法人にち
なん会

宮崎県日南市大字
益安1025番地８

おおぞら園4520400146

居宅介護・重度
訪問介護

平成20年８月１日宮崎県国富町大字
本庄1888

株式会社めだか交
通センター

宮崎県国富町大字
本庄1888

ヘルパーステーシ
ョン めだか

4511900070

居宅介護・重度
訪問介護

平成20年８月18日宮崎県小林市大字
細野1892番地５

株式会社川野ソー
シャルワークオフ
ィス

宮崎県小林市大字
細野1892番地５

本町ヘルパーセン
ター

4510500129

宮崎県告示第 833号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第46条第１項の規定

により、指定相談支援事業所の名称（所在地）の変更について次の

とおり届出があった。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

変更年月日

指 定 相 談 支 援 事 業 者指 定 相 談 支 援 事 業 所
事 業 所

番 号 主 た る 事 務
所 の 所 在 地

名 称所 在 地名 称

平成20年７月14日延岡市大武町5334番地社会福祉法人愛育福祉
会

延岡市山下町１丁目３
番５

障がい者サポートセン
ター愛育

4530300047
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宮崎県告示第 834号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第46条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業の廃止について次のとおり届出

があった。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所事 業 所

番 号 主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

居宅介護・重度
訪問介護・行動
援護

平成20年７月１日宮崎県都城市小松
原町1141

社会福祉法人光生
会

宮崎県都城市小松
原町1141

社会福祉法人光生
会指定居宅介護事
業所光

4510200183

居宅介護・重度
訪問介護

平成20年９月30日宮崎県宮崎市天満
１丁目５番11号
シャローム 203号

有限会社愛加宮崎県小林市大字
堤2916番地５

上町ヘルパーセン
ター愛加

4510500103

宮崎県告示第 835号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成20年11月４日から平成20年11月18日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 836号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成20年11月４日から平成20年11月18日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 837号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成20年11月４日から平成20年11月18日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 838号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成20年11月４日から平成20年11月18日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

43.710.0 〜

20.1

旧都城市安久

町3263番２

地先から同

市同町3263

番１地先ま

で

国道 2

22号

国道

43.711.6 〜

24.2

新

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

50.019.5 〜

22.0

旧宮崎市大字

本郷北方字

島田3078番

１地先から

同市同大字

同字3079番

城ヶ崎

清武線

県道337

50.019.5 〜

26.5

新

１地先まで

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成20年11月４日都城市安久

町3263番２

地先から同

市同町3263

番１地先ま

で

国道 2

22号

国道

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成20年11月４日宮崎市大字

本郷北方字

島田3078番

１地先から

城ヶ崎

清武線

県道337
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森林法（昭和26年法律第 249号）第５条第１項の規定により、地

域森林計画をたてたいので、当該地域森林計画の案を次のとおり公

衆の縦覧に供する。

なお、当該地域森林計画の案に意見がある者は、縦覧期間が満了

する日までに、宮崎県知事に、理由を付した文書をもって、意見を

申し立てることができる。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 森林計画区の名称

五ヶ瀬川森林計画区

２ 縦覧場所

宮崎県環境森林部環境森林課、宮崎県西臼杵支庁及び宮崎県東

臼杵農林振興局

３ 縦覧期間

平成20年11月４日から平成20年12月４日まで

森林法（昭和26年法律第 249号）第５条第４項の規定により、地

域森林計画を変更したいので、当該地域森林計画の案を次のとおり

公衆の縦覧に供する。

なお、当該地域森林計画の案に意見がある者は、縦覧期間が満了

する日までに、宮崎県知事に、理由を付した文書をもって、意見を

申し立てることができる。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 森林計画区の名称

広渡川森林計画区、耳川森林計画区、一ツ瀬川森林計画区及び

大淀川森林計画区

２ 縦覧場所

宮崎県環境森林部環境森林課、宮崎県中部農林振興局、宮崎県

南那珂農林振興局、宮崎県北諸県農林振興局、宮崎県西諸県農林

振興局、宮崎県児湯農林振興局及び宮崎県東臼杵農林振興局

３ 縦覧期間

平成20年11月４日から平成20年12月４日まで

肥料取締法（昭和25年法律第 127号）第12条第２項の規定により

、次の肥料の登録の有効期間を更新した。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

同市同大字

同字3079番

１地先まで

公公 告告

登 録 の

有効期間

生 産 業 者その他の

規 格

保証成分量

（％）
肥料の名称肥料の種類登録番号

所 在 地名 称

自 平成２年
８月１日

至 平成23年
７月31日

都城市高城町有水1941番地南国興産株式会社含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

ＴＮ 5．0
ＴＰ 2．0

5．0乾燥菌

体肥料

乾燥菌体肥
料

宮崎県
第 919号

自 平成11年
９月９日

至 平成26年
９月８日

都城市高城町有水1941番地南国興産株式会社含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

ＴＮ 6．0
ＴＰ 8．0
ＣＰ 3．5
ＴＫ 3．0
ＣＫ 3．0
ＷＫ 2．0
ＣＭｇ 1．0

有機入り 6

83号

配合肥料宮崎県
第 942号

自 昭和59年
９月25日

至 平成26年
９月24日

都城市高城町有水1941番地南国興産株式会社ＴＰ 12．012．0蒸製毛
粉

蒸製毛粉宮崎県
第 885号

（注）「保証成分量（％）」欄の略号は､次のとおりである。

ＴＮ：窒素全量、ＴＰ：りん酸全量、ＴＫ：加里全量、ＣＰ：く溶性りん酸、ＣＫ：く溶性加里、ＷＫ：水溶性加里、ＣＭｇ：

く溶性苦土

肥料取締法（昭和25年法律第 127号）第14条の規定により、次の

とおり肥料の登録は失効した。

平成20年11月４日

宮崎県知事 東国原 英 夫

失効年月日
生 産 業 者その他の

規 格

保証成分量

（％）
肥料の名称肥料の種類登録番号

所 在 地名 称

平成20年６月
30日

日向市大字財光寺1193番地日向農産加工株式
会社

含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の

ＴＮ 7．07．0肉粕有

機

副産動物質
肥料

宮崎県
第 981号
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とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

平成20年６月
30日

日向市大字財光寺1193番地日向農産加工株式
会社

ＴＮ 3．5
ＴＰ 20．0

3．5蒸製骨
粉

蒸製骨粉宮崎県
第 908号

平成20年６月
30日

日向市大字財光寺1193番地日向農産加工株式
会社

ＴＮ 12．012．0乾血粉
末

乾血及びそ
の粉末

宮崎県
第 895号

平成20年６月
30日

日向市大字財光寺1193番地日向農産加工株式
会社

含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

ＴＮ 6．0
ＴＰ 6．0

ひむか６号混合有機質
肥料

宮崎県
第 926号

平成20年６月
30日

日向市大字財光寺1193番地日向農産加工株式
会社

含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

ＴＮ 5．0
ＴＰ 13．0

ミートンエ
ース５号

混合有機質
肥料

宮崎県
第 890号

平成20年６月
30日

日向市大字財光寺1193番地日向農産加工株式
会社

含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

ＴＮ 6．0
ＴＰ 5．0

ミートンエ
ース６号

混合有機質
肥料

宮崎県
第 891号

平成20年７月
22日

鹿児島市鴨池新町15番地南日本くみあい飼
料株式会社

ＴＮ 5．0
ＴＰ 2．0
ＴＫ 1．0

なたね油か
すペレット

なたね油か
す及びその
粉末

宮崎県
第 938号

（注）「保証成分量（％）」欄の略号は、次のとおりである。

ＴＮ：窒素全量、ＴＰ：りん酸全量、ＴＫ：加里全量

宮崎県公安委員会公告第26号

警備業法（昭和47年法律第 117号）第23条に規定する、警備員又

は警備員になろうとする者を対象とする検定を、次のとおり実施す

る。

平成20年11月４日

宮崎県公安委員会委員長 田 代 知 代

１ 検定の種別、級及び検定実施日時

※ 当日の受付は、午前９時から９時30分までに済ませること。

２ 実施場所

宮崎郡清武町大字今泉丙2559番地1

宮崎県建設技術センター

３ 定員

15人

４ 受検資格

宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している

警備員

５ 検定申請手続

茨 受付期間、時間

平成20年12月１日（月）から12月12日（金）まで（土、日曜

を除く。）の午前９時から午後５時まで

芋 検定申請書等提出先

申請者の住所地又はその属する営業所の所在地を管轄する警

察署とする。（郵送による提出は認めない。）

鰯 提出書類

ア 検定申請書 １通

イ 住所地を疎明する書面（宮崎県内に住所を有する者に限る

。）

ウ 当該営業所に属していることを疎明する書面（宮崎県外に

住所を有し、宮崎県内の営業所に属する警備員に限る。）

エ 写真２枚（申請前６月以内に撮影した縦 3.0センチメート

ル、横 2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身

像、無背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 代理人が提出する場合は、申請者の委任状

６ 手数料

検定申請書を提出する際、16,000円相当額の宮崎県証紙により

納付すること。

納付された手数料については、受検辞退その他いかなる場合に

も返還しない。

公安委員会公公安委員会公告告

実 施 日 時級種 別

平成21年２月３日峨午前９時30分から午

後５時ころまで

２級核燃料物質等

危険物運搬警

備
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７ 検定の方法

学科試験及び実技試験により行う。

なお、学科試験を実技試験の前に行い、学科試験に合格しなか

った者に対しては実技試験を行わない。

また、実技試験においても、試験途中に合格点に達しないこと

が明らかとなった場合は、その者に対する試験を中断し、以降の

実技試験は行わない。

茨 学科試験の内容

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 核燃料物質等危険物に関すること。

エ 車両に関する伴走及び周囲の見張りに関すること。

オ 核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合に

おける応急の措置に関すること。

芋 実技試験の内容

ア 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

イ 核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合に

おける応急の措置に関すること。

８ その他

茨 受検票は、当日検定会場で交付する。

芋 受検に際しては、筆記用具、室内用運動靴を持参すること。

鰯 この検定の実施に際して収集する個人情報は、この検定のた

めに必要な範囲でのみ利用する。

允 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話代表0985-31-0110）に行うこと。

宮崎県公安委員会公告第27号

警備業法（昭和47年法律第 117号）第23条に規定する、警備員又

は警備員になろうとする者を対象とする検定を、次のとおり実施す

る。

平成20年11月４日

宮崎県公安委員会委員長 田 代 知 代

１ 検定の種別、級及び検定実施日時

※ 当日の受付は、午前９時から９時30分までに済ませること。

２ 実施場所

宮崎郡清武町大字今泉丙2559番地1

宮崎県建設技術センター

３ 定員

15人

４ 受検資格

宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している

警備員で、 次のいずれかに該当するもの

茨 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規

則第20号。以下「検定規則」という。）第８条第１号に該当す

る者

芋 検定規則第８条第２号に該当する者として、都道府県公安委

員会から核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る１級検定受検

資格認定書の交付を受けているもの

５ 検定申請手続

茨 受付期間、時間

平成20年12月１日（月）から12月12日（金）まで（土、日曜

を除く。）の午前９時から午後５時まで

芋 検定申請書等提出先

申請者の住所地又はその属する営業所の所在地を管轄する警

察署とする。（郵送による提出は認めない。）

鰯 提出書類

ア 検定申請書 １通

イ 住所地を疎明する書面（宮崎県内に住所を有する者に限る

。）

ウ 当該営業所に属していることを疎明する書面（宮崎県外に

住所を有し、宮崎県内の営業所に属する警備員に限る。）

エ 写真２枚（申請前６月以内に撮影した縦 3.0センチメート

ル、横 2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身

像、無背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 核燃料物質等危険物運搬警備２級検定合格証明書の写し及

び核燃料物質等危険物運搬警備２級検定合格証明書の交付を

受けた後、当該種別の警備業務に従事した期間が１年以上で

あることを証する書面（１級検定者のうち検定規則第８条第

１号に規定する者に限る。）

カ １級検定受験資格認定書（１級検定者のうち検定規則第８

条第２号に規定する者に限る。）

キ 代理人が提出する場合は、申請者の委任状

６ 手数料

検定申請書を提出する際、16,000円相当額の宮崎県証紙により

納付すること。

納付された手数料については、受検辞退その他いかなる場合に

も返還しない。

７ 検定の方法

学科試験及び実技試験により行う。

なお、学科試験を実技試験の前に行い、学科試験に合格しなか

った者に対しては実技試験を行わない。

また、実技試験においても、試験途中に合格点に達しないこと

が明らかとなった場合は、その者に対する試験を中断し、以降の

実技試験は行わない。

茨 学科試験の内容

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 核燃料物質等危険物に関すること。

エ 車両に関する伴走及び周囲の見張りに関すること。

オ 核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

カ 核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合に

おける応急の措置に関すること。

芋 実技試験の内容

ア 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

イ 核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

ウ 核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合に

おける応急の措置に関すること。

８ その他

茨 受検票は、当日検定会場で交付する。

芋 受検に際しては、筆記用具、室内用運動靴を持参すること。

鰯 この検定の実施に際して収集する個人情報は、この検定のた

実 施 日 時級種 別

平成21年２月４日我午前９時30分から午

後５時ころまで

１級核燃料物質等

危険物運搬警

備
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めに必要な範囲でのみ利用する。

允 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話代表0985-31-0110）に行うこと。
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